
令和８年度（一財）自治総合センター「コミュニティ助成事業」 
 

〔これから申請をしようと考えている皆様へ〕 
 
この助成事業は、一般財団法人自治総合センターが、宝くじの社会貢献広報事業として、

コミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備等に対して助成を行い、地域のコミュニテ

ィ活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与する

ために行われています。 
 

         《コミュニティセンター助成事業》         
 
  コミュニティセンター助成事業は、住民の行う自主的なコミュニティ活動を積極的に推

進し、その健全な発展を図るためのもので、住民の需要の実態に応じた機能を有する集会

施設（コミュニティセンター・自治会集会所等）の建設等の整備事業が対象です。 
 
 １．助成の対象 

コミュニティ組織（町内会、自治会等） 

但し、過去５年間に一般コミュニティ助成事業、もしくはコミュニティセンター助成

事業を実施したコミュニティ組織を除く 
   ※建物の保存登記が必要であるため、すでに認可地縁団体であること、若しくは、認可地縁団体になること

が要件となります。 
 
 ２．助成事業の基準 

   （１）宝くじの社会貢献広報の効果が発揮できるもの。 

   （２）コミュニティ活動推進のために必要な施設であり、住民の需要の実態に応じた

機能を有する集会施設（コミュニティセンター・自治会集会所等）の建設また

は大規模修繕、及びその施設に必要な備品の整備であること。 

   （３）国の補助金を受けたり、地方債を充てる事業でないこと。 

   （４）短期間に消費したり破損するような施設または設備の整備でないこと。 

   （５）整備後の施設または設備は、コミュニティ組織が維持管理すること。 
 
 ３．対象事業 
    コミュニティ活動推進のために必要な施設の建設または大規模修繕に要する経費と

、その施設に必要とされる備品（一般コミュニティ助成事業との併用不可）に要する

経費。ただし、土地の取得、既存施設購入、既存施設の撤去処理、外構に要する経費

は対象外となります。 
 
 （注１）コミュニティセンターの建設地については、抵当権等の権利関係付着（含む抹消登

記未済）、相続手続き未済の土地での事業は対象外です。また、土地所有者全員から

の承諾書等が得られない場合も対象外となります。 

 （注２）土地、財源、住民の総意等において、助成決定後の事業実施が確実なものに限りま

す。 

 （注３）建設事業については、主に新築を対象とします。新築完成後には保存登記し、事業

実施年度内に登記簿謄本の提出が必要です。 

     大規模修繕の場合は、建物全体をコミュニティセンターとしての用途で使用してい

るもので、抵当権等の権利関係が付着していない、登記名義人が単独のコミュニティ

組織（保存登記済）となっているものに限ります。 

 （注４）コミュニティセンターの建設地及び対象建物については、事業実施後に抵当権等が

付着することがないようにしてください。 
 
４．助成金額 

    対象となる総事業費の５分の３以内に相当する額 

    ただし、１件につき ２，０００万円を限度とする（１０万円単位） 



 ５．助成申請の締め切り時期 

    令和７年９月１２日（金）  

 

 ６．助成の決定（申請した事業が採択された場合） 

    決定通知 令和８年４月頃 

 

 ７．事業期間（申請した事業が採択された場合） 

    令和８年７月上旬～令和９年３月３１日 
   ※事業期間には、市が「宝くじの助成金で整備した」旨を広報誌に掲載する期間を含みますので、 

令和８年１月末までに実績報告をする必要があります。 

 

 ８．留意点 

◆助成内容は、自治総合センターが作成する「コミュニティ助成事業実施要綱」「コミ

ュニティ助成事業留意事項」に基づきます。 

◆審査は、自治総合センターが行います。よって申請した事業が採択されるかについて

、倉敷市ではわかりません。 

◆申請書類は紙の提出と合わせ、可能な範囲で電子データの提出もお願いします。 

◆審査は、「書類審査」となります。説明不足や漏れのないよう、必要な書類をしっか

り揃えて提出してください。 

◆助成を受ける建物の入り口等、広報効果の上がる場所に、プレート（「宝くじの助成

を受けた」ことがわかる表示）の設置が必要になります。 

◆助成対象事業の内容を変更する場合には、必ず事前に自治総合センターの承認が必要

です。 

 

 

※表示デザインは、自治総合センターのホームページからダウンロードできます。 

 

 

 

 ９．お問い合わせ、申し込み先 

    倉敷市市民活動推進課  電 話 ０８６－４２６－３１０７ 

                ＦＡＸ ０８６－４３４－３４９１ 

                Ｅ-mail collabo@city.kurashiki.okayama.jp 

表示は、自治総合セ
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社会貢献広報の仕方」

及び「宝くじ社会貢献

広報：表示に関するデ
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を生じないよう、固定
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さい。 

また、デザインは原

則として、カラーの標

準デザイン（左記図）

を使用してください。 


